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当事者目線の権利擁護支援 全国フォーラム in 神奈川

ねらい：第1報告と第2報告を関連づけながら、地域共生を
目指す「重層的支援体制整備事業」への示唆を検討します。
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Ⅰ．小規模多機能ケアと権利擁護支援センターの相対化の試み

小規模多機能ケア 権利擁護支援センター
成年後見支援センター

制度化以前から
支援を行っている

中間支援組織

報告者の役割

研究成果
（書籍）

内容

全国コミュニティライフ
サポートセンター

（CLC）

全国権利擁護支援
ネットワーク

（Asnet-Japan）

同NPO法人の理事
研究協力

日本福祉大学権利擁護研究センター長

①宅老所・グループホームの現状と
その支援(2000)
②共生ケアの営みと支援－富山型「
このゆびとーまれ」調査から(2005)
③小規模多機能ケア実践の理論と方法
（2007） 以上、CLC出版
〇地域密着が生み出す多機能性

『権利擁護がわかる意思決定支援－法と
福祉の協働』(ミネルヴァ書房)

〇「私」抜きにしない意思決定支援
〇意思決定支援はプロセス
「権利擁護支援をめぐる政策展開と社会福
祉・地域福祉の課題－２つの当事者参加の
実現にむけて」『社会福祉研究』142号

A:中間支援
組織等

2



先駆的な

実践から

見いだされる

地域共生社会

実現のための

諸機能

＜２＞ 地域生活や社会参加の支援

＜１＞ 意思の表明・形成や実現の支援

＜３＞ 運営面での地域参加

B:先駆的な
支援の機能

その人らしさを取り戻せる
アセスメント

その人の意思を代行するのは、
支援者側の能力の問題

「入り口はその人らしさ、出口
は地域（地域社会関係）」

社会関係のなかで生きていける
ことの試みの支援

閉鎖的なケアとならないための
地域の参加＝運営推進会議の開
催等

センターの運営協議会の場を
外部チェックとしての機能

小規模多機能ケア 権利擁護支援センター
成年後見支援センター
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C:共生社会
への示唆

共生型ケアへの展開

要介護高齢者へのケアに
限定されない多様な人の

利用

その場に生まれる豊かな
関係と役割・生きがい

センター運営に地域性や
市民性を取り入れる

小規模多機能ケア 権利擁護支援センター
成年後見支援センター

地域に密着するケア
地域のニーズを断らない

市民後見人の養成
とその後見活動の支援

センターの法人後見や
センターの自律性の

形成に作用
（中核機関の受託内容
に限定しない運営）

支援における

地域の密着性

や運営参加

を促進する

自発的・自律的

マネジメント

↓

地域共生の推進

の装置として機能
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１.重層的支援体制整備事業とは
重層的支援体制整備事業とは、「重層的支援体

制整備事業実施要綱」（厚生労働省、2021）によ
れば、市町村において「対象者の属性を問わない
相談支援」「多様な参加支援」「地域づくりに向
けた支援」を一体的に実施することにより、地域
住民の複合化•複雑化した支援ニーズに対応する包
括的な支援体制を整備すること、と規定されてい
る。

⇒重層的支援体制整備事業は、個別支援と地域に
対する支援を重ねる（重層的）体制整備の方法を
推進することを意味し、それは地域に対する支援
に取り組んできた地域福祉を土台にすることにな
る。

ただし、相談支援や参加支援、地域づくりに向
けた支援自体は多様な実践組織によって担われて
いる。それらが、重層的支援体制整備事業の対象
になる訳ではない。

Ⅱ．重層的支援体制整備事業への示唆

⇒既存の参加支援を担ってきた実践と重層的支援
体制整備事業の融合が課題
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D:重層的支援
体制整備事業

小規模多機能ケア 権利擁護支援センター
成年後見支援センター

＜２＞ 地域生活や社会参加の支援の実績
を評価することが重層的支援体制整備事業

を組み立てる上で重要となる。

所管課の視野に
地域共生の実現に

関わる多様な

実績を評価する

作業が求められる

手挙げ自治体に
おける裁量性を
高めるためにも

実績の評価が重要

少なくとも、共生型のケアへの
展開への注目が必要

参加支援と地域づくりの
結びつきを持つ＝一体的支援

相談支援と捉えられが権利擁護
支援は、参加支援の目的を有す
るともに、市民後見活動の展開
を通じて、地域づくりの支援に
も結びつきを持つ＝一体的支援

２.重層的支援体制整備事業の展開に向けた既存の多様な実践を評価する
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３．都道府県の役割への着目：高知県の地域福祉政策

－小規模自治体における｢共生型｣｢権利擁護｣｢重層的支援体制

整備｣の有機的な展開（中土佐町・黒潮町）

①「共生型」＝あったかふれあいセンター事業
「あったかふれあいセンター」とは、「子どもから高齢者まで、年齢や障害の有無にもかかわらず、
誰もが気軽に集い、必要なサービスを受けとることができる拠点」です（高知県の単独補助事業）。
実施体制としては、①地域福祉コーディネーター1名とスタッフ2名の人員配置、②地域の状況に応
じて、サテライトを設置する、③センターの運営について協議する会を開催、などとなっている。
高知県の単独補助事業

↓

②「権利擁護」＝権利擁護支援センター事業

↓

③重層的支援体制整備事業の展開（地域づくりを重視）

7



小規模自治体の2つの事例

中土佐町

黒潮町 重層的支援体制整備事業の手上げ
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